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壱岐市農業委員会定例会（平成２８年１０月） 

議 事 録 

１．開催日時    平成２８年１０月２７日（木） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 ２１名 

４．欠席委員    ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

          ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

          ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・  係長 ・・・・  主事 ・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第４３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第４４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第４５号 平成 28 年度農用地利用集積計画について（第 4回） 

議案第４６号 農地中間管理事業農用地利用集積計画の決定 

について 

議案第４７号 農地中間管理事業における農用地利用配分計画

（案）に関する意見について 

７．報告事項  農地改良等届出申請について

８．その他

開 会 （ 午前 ９：００ ） 

事務局   皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、只今から平成２８

年１０月の農業委員会の総会を開会いたします。

本日は、・・番 ・・委員さん、・・番 ・・委員さん、・・番 ・・委員さ

ん、・・番 ・・委員さん、・・番 ・・委員さん、・・番 ・・委員さん、・・

番 ・・委員さん、・・番 ・・委員さんより欠席の届けが出ております。

本日の出席委員は３０名中２２名で定数に達しておりますので総会は成立

しております。

それでは、・・会長に挨拶をお願い致しまして、引き続き議事の進行をお願

い致します。

議長    【会長挨拶】 

それでは、早速、議事に入たいと思います。まず日程第１の議事録署名委

員及び会議書記の指名を行ないます。「壱岐市農業委員会会議規則第１８条第

２項」に規定する議事録署名委員ですが、議長より指名させていただいてよ
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ろしいでしょうか。【はいの声あり】 

      それでは、本日の議事録署名委員は、・・番・・委員、・・番・・委員にお

願いをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

      なお、本日の会議書記には事務局、・・主事を指名いたします。 

      それでは、日程第２の議案第４２号「農地法第３条の規定による許可申請

について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局    議案第４２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、農地の所

有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ決定の

要がある。 

所有権移転の案件が３件あがっております。受け手は全て個人ですので農

業生産法人要件の適用はありません。また、農地を売り渡すこと等を目的と

するもので、信託の引受け、信託事業による取得ではありませんので、信託

要件の適用もありません。それから、売買・贈与ですので、又貸し、転貸禁

止要件にも当たりません。 

従いまして、全部効率利用要件、取得しようとする者が農地全てを効率的

に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力

が確保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。それと、農作業常

時従事要件、取得側が年間１５０日以上従事していること。下限面積要件、

取得後の面積が５０アール以上かどうか。地域との調和要件、農地の取得に

よって地域の農業形態に支障が出ないか、というような 4 つのことを審議し

て頂くことになります。 

２８番 土地の所在 

勝本町立石東触・・・・・・・   畑   ８２１㎡ 

同じく    ・・・・・・・   畑   ２７６㎡ 

同じく    ・・・・・・・   田 １，１９３㎡ 

同じく    ・・・・・・・   畑   ４００㎡ 

同じく    ・・・・・・・   田 １，２２３㎡ 

同じく    ・・・・・・・   畑   ８５６㎡ 

同じく    ・・・・・・・   畑   ３８３㎡ 

勝本町立石東触・・・・・・・   田   ４２０㎡ 

田が３筆で２，８３６㎡、畑が５筆で２，７３６㎡計８筆の５，５７２㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は田が３，１２５㎡ です。 

申請理由、譲渡人、島外に居住しており、耕作できないので贈与する。 

譲受人、現に耕作しており、受贈後も引き続き耕作に従事する。というこ

とです。権利の設定内容は贈与です。 

「全部効率利用要件」、主な作付けは水稲・野菜です。農機具はトラクター、
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ハーベスター、軽トラック、耕耘機です。田植は委託をされてあります。農

作業暦は本人、妻共に１２年です。通作距離は遠いもので１km ほどです。こ

れらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。「下限面積要

件」も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、今までどおり水稲、野菜を作付ける予定であ

り周辺農地への影響はないと判断されます。

 よって農地法第 3 条第 2 項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。

・・委員さんが怪我で車の運転が困難でありましたので、事務局で病院ま

で迎えに行きまして１０月２０日に譲受人立ち会いの下、現地確認を行ない

ましたが、本日は、階段を上がるのが困難であるので欠席でありますが、コ

メントを預かっておりますので、ご報告させて頂きます。 

（コメント）本日、私・・は、この会議に不本意ながら出席出来ず誠に申し

訳ありません。２８番の案件につきましては、このコメントをもって担当委

員としての補足説明に代えさせて頂きたくお許し下さい。 

       去る１０月２０日、事務局ご両名と同時立ち会いで現地を踏査確認いたし

ました。当該農地は譲受人・・様のお家のすぐ前とその後側及び田の１枚は

約１キロの地にあり、これらの農地は、何れも譲受人の実兄である・・・・

様の所有ですが、・・様は以前より島外に居住されており、これらの農地につ

いては、これまで全て・・様により耕作をされて来ています。今後も・・様

は島外在住で、ご高齢でもあり自ら管理・耕作はされないことで、今回当農

地を譲渡され、譲受人・・様が、これまで通り管理・耕作されるとのことで

あります。以上により担当委員としては、譲渡について何ら問題はなかろう

と思料しますが、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

議長     はい、以上の議案の説明・補足でございますが、どなたかご質疑ございま

せんでしょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、

議案第４２号２８番は決定いたします。 

続きまして、２９番の説明を求めます。 

事務局      はい、２９番 土地の所在、 

石田町池田西触・・・・・・・・  田 ５３８㎡ 

同じく    ・・・・・・・・   田 ２１６㎡ 

同じく     ・・・・・・・  畑 ７０６㎡ 

田が２筆で７５４㎡、畑が１筆で７０６㎡、計３筆の１，４６０㎡です。 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は田が４，３２０㎡ 畑が３，６９３㎡ 計８，０１３㎡です。 

申請理由、譲渡人、譲渡人の要望により売却する。譲受人、買い受けて耕
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作に従事する。ということです。 

権利の設定内容は売買です。 

「全部効率利用要件」、主な作付けは水稲・飼料、アスパラです。農機具は、

トラクター、田植機、コンバイン、タイヤショベル、２ｔダンプ、軽トラです。

農作業暦は本人が３３年、妻２５年です。通作距離は３km ほどです。これらの

状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。「下限面積要件」

も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、飼料を作付ける予定であり、周辺農地への影

響はないと判断されます。 

よって農地法第 3条第 2項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満た

していると考えます。 

１０月２０日に・・委員さんと現地確認を行ないました。以上で事務局から

の説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  担当の・・でございます。只今説明がありましたように２０日に立ち会い

をした訳でございます。・・さんに於かれましては畜産の一貫経営をされてお

られまして、何も問題はないと思いますが、皆様方のご審議をよろしくお願

いいたします。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、２９番も

決定いたします。 

続きまして、３０番の説明を求めます。 

事務局      はい、３０番 土地の所在、 

石田町池田西触・・・・・・・・ 畑 １，２３４㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・・ 

申請理由、譲渡人、譲渡人の要望により売却する。譲受人、買い受けて耕作

に従事する。ということです。 

権利の設定内容は売買です。 

「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、「下限面積要件」、「地域との

調和要件」ですが、先程の２９番と同様であります。 

よって農地法第 3条第 2項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満た

していると考えます。 

１０月２０日に・・委員さん立ち会いの下、現地確認を行ないました。以上

で事務局からの説明を終わります。 
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議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  只今説明がありましたように２９番と同様であります。よろしくお願いを

いたしたいと思います。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、３０番も決

定いたします。 

続きまして、議案第４３号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局     はい、議案第４３号 「農地法第４条の規定による許可申請について」農地

の転用につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付し

て進達の要がある。 

８番 土地の所在、 

郷ノ浦町志原南触・・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 宅地 ７４㎡ 

転用目的、住宅用地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由、平成１０年５月に現在の宅地に居宅を建築した際、申請地を宅地

の一部と思い込んで造成工事を行い建築を行ったので、今回追認申請します。

というものです。農振農用地区域外の農地で、農地の分類は農業公共投資の対

象となっていない生産力の低い第２種農地として判断をいたしました。 

位置図、写真、配置図は４頁から６頁です。１０月２０日に・・委員さんと

申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を

終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  担当の・・です。２０日に事務局の方と現地確認を行いました。申請人の・・

さんは、約１８年前、現在の宅地を実家より譲り受けた所に建築が行われた

のですが、１１６２番２が宅地の番地なんですが、この番地も含めて本人さ

んは同じ番地だと現在まで思われて来られたものですから、たまたま横の川

の岸が崩れまして、申請をされた時に指摘を受けられて、この事がわかった

という事であります。よろしくお願いします。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第４

３号８番は意見を付して進達いたします。 

続きまして、９番の説明を求めます 

事務局     はい、９番 土地の所在、 
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芦辺町諸吉東触・・・・・・・・・ 畑 ９５㎡ 

転用目的、駐車場 

申請人、・・・・・・・・・・・・ 

申請理由、申請地を来客や帰省のための駐車場として利用したいので申請し

ます。というものです。農用地区域除外は議案発送時では１０月２１日に予定

といたしておりましたが、２５日に県の同意を得て完了をいたしております。

農地の分類は農業公共投資の対象となっていない生産力の低い第２種農地と

して判断をいたしております。 

位置図、写真、配置図は７頁から９頁です。農業振興地域整備計画変更（除

外）の折、・・委員さんと現地確認を行っております。以上で事務局からの説

明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  ・・でございます。この件につきましては、先の８月の定例会に於きまし

てご審議を頂いた所でございます。申請人とは今朝、一応打合せをして参り

ました。場所は県道に隣接しておりまして、非常に僅かな面積でございます

が、説明にありましたように家庭の行事或いは来客等の場合に駐車場がどう

しても不足するという事で、今回の申請に至った訳でございます。別に問題

はないと思われますので、よろしくご審議をお願いいたします。以上です。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、９番も意

見を付して進達いたします。 

続きまして、議案第４４号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます 

事務局     はい、１０頁をお願いいたします。議案第４４号「農地法第５条の規定に

よる許可申請について」農地の転用につき、次のとおり許可申請が提出された

ので、審議のうえ意見を付して進達の要がある。 

１１番 土地の所在、 

郷ノ浦町志原南触・・・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 宅地 ９１㎡ 

転用目的、住宅用地 

譲渡人、・・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・・・ 

申請理由、平成１０年５月に現在の宅地に居宅を建築した際、申請地を宅地

の一部と思い込んで造成工事を行い、建築を行ったので、今回追認申請します。

というものです。権利の設定内容は贈与です。農振農用地区域外の農地で、農

地の分類は農業公共投資の対象となっていない生産力の低い第２種農地とし

て判断をいたしました。 
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位置図、写真、配置図は１１頁から１３頁です。１０月２０日に・・委員さ

んと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 

先程の農地法第４条申請の関連でございます。以上で事務局からの説明を終

わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、関連委員さん補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  担当の・・です。先程の４条の関連でございまして、宅地はその中の一部

で、今の名義がお兄さんという事で、これも同じように同じ番地という事で

大元を知らずに今まで来たという事ですので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第４

４号１１番は意見を付して進達いたします。 

続きまして、１２番の説明を求めます 

事務局      はい、１２番 土地の所在、 

郷ノ浦町初山西触・・・・・・・・  畑 １，８１７㎡ 

同じく     ・・・・・・・・  畑   ７６０㎡ 

計 ２筆で２，５７７㎡です。 

転用目的、農業用施設用地 

貸付人、・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

借受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由、長崎県畜産クラスター構築事業を用いて牛舎及び放牧場を設置

したいので申請します。というものです。権利の設定内容は使用貸借です。農

振農用地区域内の農地で、用途区分の変更が県の同意を得て平成２８年８月５

日に完了いたしております。 

位置図、写真、配置図は１４頁から１６頁です。農振農用地区分変更の折、・・

委員さんと現地確認を行っておりますが、本日は欠席であります。補足説明は

区分変更時の通りでありますので、宜しくお願いしますとの事でありました。

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでしょう

か？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、１２番も意見

を付して進達いたします。 

続きまして、議案第４５号 「平成２８年度 農用地利用集積計画の承認に

ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます 

事務局    はい、１７頁をお願いします。 

議案第４５号 「平成２８年度 農用地利用集積計画の承認について」、今
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年度４回目になります。農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に基づ

き、下記農用地利用集積計画の決定について意見を求める。今回、利用権設定

の件数は１０６件、借手が４２人、貸手が９７人です。田が 165 筆で 155,484

㎡、畑が 34 筆で 29,604 ㎡、合計で 199 筆の 185,088 ㎡です。 

この件につきましては、農業委員皆様方の署名・押印を頂いておりますの

で、今回この一連について、ご承認を頂きたいと思います。内容につきまし

は、１８頁から２４頁に掲載しております。よろしくお願いいたします。 

議長    はい、これは、事務局が申しましたように皆様方の同意を頂いております

ので、よろしいでしょうか。【異議なしの声あり】それではご異議ないようで

すので、議案第４５号も決定いたします。 

続きまして、議案第４６号 「農地中間管理事業における農用地利用集積計

画の決定について」を議題といたします。事務局の説明を求めます 

事務局   議案第４６号と議案第４７号は関連がございますので、一括して説明させ

て頂きます。２５頁をお願いします。議案第４６号 「農地中間管理事業にお

ける農用地利用集積計画の決定について」、農業経営基盤強化促進法第 18 条第

1項の規定による決定を市長より求められております。２６頁～２７頁の平成

２８年１０月農業委員会 農地中間管理事業における農用地利用集積計画（公

社借入分）の一覧表のとおりでありまして、再度２５頁をお願いします。長崎

県農地中間管理機構として農地中間管理事業を実施する公益財団法人 長崎

県農業振興公社が農地中間管理権を取得する計画が、賃借権、5年間設定のも

ので田が 5筆で 8,020 ㎡、畑が 1筆で 1,141 ㎡、計 6筆で 9,161 ㎡、10 年間設

定のもので田が 25 筆で 45,809 ㎡、合計 31 筆で 54,970 ㎡、使用貸借 10 年間

設定のもので田が7筆の7,682㎡となっております。以上の計画要請の内容は、

農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3項の各要件を満たしていると考えます。 

    次に２８頁をお願いします。議案第４７号 「農地中間管理事業における農

用地利用配分計画（案）に関する意見について」、農地中間管理事業の推進に

関する法律第 19 条の 3の規定により意見を求められております。２９頁～３

０頁の平成２８年１０月農業委員会 農地中間管理事業における農用地利用

配分計画（案）についての一覧表のとおりでありまして、再度２８頁をお願

いします。計画（案）につきましては、農地中間管理事業を実施する公益財

団法人 長崎県農業振興公社の要請により、市が公社に提出するもので、計

画案は、議案第４６号で説明いたしました通りであります。 

この計画（案）については、全て農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第４項に掲げる各要件を満たしております。 

なお、議案第４６号の農用地利用集積計画の公告と、本配分計画案の決定

は、同時施行といたします。 

これにより、農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地利用配分計

画を定め、県知事が利用配分計画を認可し、公告することにより、農地中間
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管理機構が受け手に農地を貸し付けるという手続きの流れとなります。以上

で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、この件につきまして何かご意見ござい

ましたら【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第４

６号４７号は決定いたします。 

続きまして、報告事項をお願いします。 

事務局    はい、農地改良届が２件出ておりますので、一括して報告いたします。３

１頁をお願いします。 

報告事項、農地改良等届出申請について、農地改良等届出書が,次のとおり

提出されましたので報告します。６番、土地の所在 

勝本町立石南触・・・・・・・・・  田 １，３３５㎡  

同じく    ・・・・・・・・・  田 １，２１９㎡ 

計 ２筆で２，５５４㎡ 

申請人 ・・・・・・・・・・・・ 

申請理由 段差のある２枚の圃場を１枚とすることにより、農作業の効率

化を図る。ということです。 

工期は平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日までで、 

施行者は・・・・・・・・・・・・  

位置図、写真は３２頁～３３頁です。 

続きまして、７番、土地の所在 

勝本町立石南触・・・・・・・・・・ 田 ７２１㎡  

申請人 ・・・・・・・・・・・・・ 

申請理由 圃場内の段差をなくすことにより、農作業の効率化を図る。と

いうことです。 

工期は平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日までで、 

施行者は・・・・・・・・・・・・・ 

位置図、写真は３４頁～３５頁です。 

以上で事務局からの報告を終わります。 

議長    はい、報告事項でございますので、よろしゅうございますか。（はいの声あ

り）外に皆さん方から何かございましたら。ございませんでしょうか。それ

では皆さん方からの意見も無いようでございますので、本日の総会の日程を

終了させて頂きたいと思いますがよろしいでしょうか。【はいの声あり】大変

お疲れでございました。 


